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正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第 10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

（１）資本金の額等（2019年 12月末現在） 

資本金        7億7,594万7,500円 

発行可能株式総数   90,000株 

発行済株式総数    66,402株 

最近５年間における資本金の額の増減 

2015年3月   資本金5億2,921万1,250円に増資 

2015年10月  資本金6億8,094万1,250円に増資 

2018年12月  資本金7億95万5,000円に増資 

2019年3月   資本金7億7,594万7,500円に増資 

 

（２）委託会社の機構（2019年 12月末現在） 

① 経営体制 

当社の意思決定機関としてある取締役会は５名以内の取締役で構成されます。取締役の選任

は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の

過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。 

取締役の任期は、選任後２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまで 

とし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべき時  

までとします。 

取締役会は、その決議をもって、取締役中より取締役社長１名、取締役副社長、専務取締役、

常務取締役各若干名を選任することができます。 



取締役会の決議をもって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会

の決議に従い、業務を執行します。 

取締役会は、コンプライアンス部、顧客業務部、マーケティング部、総務管理部、計理部、

運用部、トレーディング部、システム部の業務執行について、法令または定款に定めのある    

事項の他、当社の経営上重要な事項を決定するとともに、指揮監督を行います。 

 

② 運用体制 

ファンドの運用体制、運用に係る内部管理および意思決定を監督する組織等は次の通りです。 

 

 

※当社ではファンドの運用に関する社内規則として、運用規程、投資委員会規程、リスク     

マネジメント委員会規程および議決権行使に関する方針、運用の組入比率に関する     

ガイドライン等を定めております。 

 

＜業務内容＞ 

○取締役会 

・運用体制全般についての管理監督 

○投資委員会 



・ 投資信託財産にかかる運用目的や運用方針の決定 

○運用部 

・ 運用計画の策定、投資委員会への提案・報告等 

・ ガイドラインに従ったポートフォリオの作成 

・ マクロ・ミクロ(企業調査等)の調査・分析 

・ 運用に係る売買の執行の指示 

○トレーディング部 

・ 運用部の指示に基づく売買の執行 

○計理部 

・ 日々の投資信託財産の純資産総額の算出等、信託財産の管理。運用部等への信託財産に係る    

各種情報の提供 

○総務管理部  

・ 運用状況、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングおよびモニタリング結果のリスク     

マネジメント委員会への報告  

○リスクマネジメント委員会 

・ 前述のモニタリング結果の評価および評価結果の各部門へのフィードバックと取締役会への  

報告 

○内部監査部門 

・ 運用体制全般について内部管理態勢の適切性並びに有効性の検証および検証結果の取締役会  

への報告 

 

※ファンドの運用体制等は2019年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資  

信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資  

運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める受益権の直接募集業務を行います。     

2019 年 12 月末日現在、当社は下記のとおり、投資信託（親投資信託を除きます。）の運用を          

行なっています。 

商品分類 本数 純資産（百万円） 

追加型株式投資信託 5 35,871 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、

他表の数字の合計と一致しないことがあります。 



３【委託会社等の経理状況】 

  

（１） 委託会社であるコモンズ投信株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規

則第 2 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）

に基づいて作成しております。 

（２）財務諸表の記載金額について、千円単位の表示箇所のものは、端数を切り捨てて表示しており

ます。 

（３）委託会社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、前事業年度（平成 29 年 4

月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）および当事業年度（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年

3 月 31 日まで）の財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成 30 年７月２日に太陽有限

責任監査法人と合併し、太陽有限責任監査法人と名称を変更しております。 

 



(1)【貸借対照表】 

  前事業年度末 当事業年度末 

（平成 30年 3月 31日現在） （平成 31年 3月 31日現在） 

区分 
注記 

番号 

金額（千円） 構成比  

(%) 

金額（千円） 構成比  

(%) 

（資産の部）         

Ⅰ.流動資産         

 現金及び預金    45,953   180,902  

 直販顧客分別金信託    122,891   127,209  

 立替金   1,000   100  

 前払費用    1,690   2,258  

前払金    742   904  

 未収委託者報酬    61,990   58,856  

未収収益   30   526  

未収入金   1   11  

未収消費税等   -   14  

差入保証金   672   672  

流動資産計    234,971 96.2  371,455 97.6 

Ⅱ.固定資産          

投資その他の資産         

  差入保証金 

  その他 

   9,385 

10 

  9,138 

10 

 

  投資その他の資産合計    9,395 3.8  9,148 2.4 

固定資産計    9,395 3.8  9,148 2.4 

資産合計    244,366 100.0  380,604 100.0 

 

 



 

  前事業年度末 当事業年度末 

（平成 30年 3月 31日現在） （平成 31年 3月 31日現在） 

区分 
注記 

番号 

金額（千円） 構成比   

(%) 

金額（千円） 構成比   

(%) 

（負債の部）        

Ⅰ.流動負債        

 関係会社短期借入金 ※1  50,000   70,000  

 リース債務   

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

682  

 預り金  24,815 8,971 

 顧客からの預り金  10,318 5,686 

 前受金  443 368 

 未払費用  16,900 17,814 

 未払金  14,804 17,471 

 未払法人税等  4,423 5,672 

 未払消費税等  460 - 

流動負債計   122,166 50.0  126,667 33.3 

Ⅱ.固定負債        

 リース債務   -   2,244  

固定負債計   - -  2,244 0.6 

負債合計    122,166 50.0  128,911 33.9 

（純資産の部）         

Ⅰ.株主資本         

 資本金     680,941 278.7  775,947 203.9 

 資本剰余金         

  資本準備金   680,941   775,947   

  資本剰余金計    680,941 278.7  775,947 203.9 

 利益剰余金         

  その他利益剰余金         

   繰越利益剰余金   △1,239,681   △1,300,201   

利益剰余金計    △1,239,681 △507.3  △1,300,201 △341.6 

株主資本計    122,200 50.0  251,693 66.1 

純資産合計    122,200 50.0  251,693 66.1 

負債・純資産合計    244,366 100.0  380,604 100.0 



(2)【損益計算書】 

  前事業年度 当事業年度 

  （自 平成 29年 4月 1日   （自 平成 30年 4月 1日  

   至 平成 30年 3月 31日）    至 平成 31年 3月 31日） 

区分 
注記 

番号 

金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 百分比（％） 

Ⅰ.営業収益         

 委託者報酬    258,322   279,722  

 その他営業収益   3,177   3,335  

営業収益計    261,500 100.0  283,057 100.0 

Ⅱ.営業費用         

 広告宣伝費    10,561   9,411  

 事務委託費    87,639   94,500  

支払手数料   59,831   69,970  

 その他    6,208   6,960  

営業費用計    164,241 62.8  180,842 63.9 

Ⅲ.一般管理費         

 給料    109,223   100,104  

  役員報酬   21,900   22,102   

  給料手当   87,323   78,001   

法定福利費   14,680   13,430  

 租税公課    6,173   7,881  

 地代家賃    8,445   8,445  

 支払報酬    6,618   7,575  

 固定資産減価償却費    2,092   869  

 その他    21,932   18,523  

一般管理費計    169,167 64.7  156,830 55.4 

営業損失    71,908 △27.5  54,615 △19.3 

 

 



 

  前事業年度 当事業年度 

 （自 平成 29年 4月 1日    （自 平成 30年 4月 1日  

  至 平成 30年 3月 31日）    至 平成 31年 3月 31日） 

区分 
注記 

番号 

金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 百分比（％） 

Ⅳ.営業外収益         

 受取利息    8   2  

  受取手数料    986   1,281  

 その他    1   0  

営業外収益計    996 0.4  1,284 0.5 

Ⅴ.営業外費用         

 支払利息    131   625  

  株式交付費   -   755  

 その他    46   48  

営業外費用計    178 0.1  1,429 0.5 

経常損失    71,090 △27.2  54,761 △19.3 

Ⅵ.特別損失 

 減損損失 

特別損失計 

 

※1 

 

  

7,712 

7,712 

 

 

2.9 

  

4,809 

 

 

1.7 4,809 

税引前当期純損失    78,802 △30.1  59,570 △21.0 

法人税、住民税及び事業税    950 0.4  950 0.3 

当期純損失    79,752 △30.5  60,520 △21.4 

 

 



(3)【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自平成 29年 4 月 1 日 至平成 30年 3月 31 日）            （単位：千円） 

その他利益剰
余金

繰越利益
剰余金

平成29年4月1日残高 680,941 680,941 680,941 △ 1,159,929 △ 1,159,929 201,953 201,953

　新株の発行 － － － － － － －

　当期純損失 － － － △ 79,752 △ 79,752 △ 79,752 △ 79,752

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － △ 79,752 △ 79,752 △ 79,752 △ 79,752

平成30年3月31日残高 680,941 680,941 680,941 △ 1,239,681 △ 1,239,681 122,200 122,200

－ － －－ － －－

株主資本

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益剰余金合計

 
 

当事業年度（自平成 30年 4 月 1 日 至平成 31年 3月 31 日）            （単位：千円） 

その他利益剰
余金

繰越利益
剰余金

平成30年4月1日残高 680,941 680,941 680,941 △ 1,239,681 △ 1,239,681 122,200 122,200

　新株の発行 95,006 95,006 95,006 － － 190,012 190,012

　当期純損失 － － － △ 60,520 △ 60,520 △ 60,520 △ 60,520

　株主資本以外の項目の

　事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 95,006 95,006 95,006 △ 60,520 △ 60,520 129,492 129,492

平成31年3月31日残高 775,947 775,947 775,947 △ 1,300,201 △ 1,300,201 251,693 251,693

株主資本

純資産
合計資本金

株主資本
合計

資本
準備金

資本剰余金 利益剰余金

－ －

資本
剰余金
合計

利益剰余金合計

－ － － － －

 
 

[注記事項] 

 

（重要な会計方針） 

１．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、平成 28年 4月 1日以降に取得した建物附属設備については、

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物附属設備 15年 

器具備品 5 年 

（２）無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（5年）に基づいております。 

（３）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

（４）繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

 

２．その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

（未適用の会計基準等） 

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30年 3月 30日） 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号 平成 30年 3 月 30日） 

 

 



（１）概要 

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識され

ます。 

ステップ１：顧客との契約を識別する。 

ステップ２：契約における履行義務を識別する。 

ステップ３：取引価格を算定する。 

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

（２）適用予定日 

平成 34年 3 月期の期首より適用予定であります。 

（３）当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。 

（表示方法の変更） 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更） 

当社は当会計年度より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平

成 30 年 2月 16 日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）等を適用しています。これにより税

効果会計関係注記を変更しています。 

この結果、税効果会計関係注記において税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果

会計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載さ

れた内容を追加しています。ただし、当該内容のうち前会計年度に係る内容については、税効果会計

基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載していません。 

 

（貸借対照表関係） 

前事業年度（平成 30年 3月 31 日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 7,690 千円 

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 1 行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。 

事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の通りで

あります。 

 

当事業年度（平成 31年 3月 31 日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 8,228 千円 

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 1 行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。 

事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の通りで

あります。 

    前事業年度      当事業年度 

   （平成 29年 3月 31日）     （平成 30年 3月 31日） 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
－         100,000千円 

借入実行残高 －       50,000 千円 

差引額        －      50,000千円 

    前事業年度      当事業年度 

   （平成 30年 3月 31日）     （平成 31年 3月 31日） 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
100,000 千円         100,000 千円 

借入実行残高 50,000千円       70,000 千円 

差引額        50,000千円      30,000千円 



（損益計算書関係） 

前事業年度（自平成 29年 4 月 1 日 至平成 30年 3月 31 日） 

※1 減損損失 

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。            

 

 

 

 

 

当社は、全社を単一としてグルーピングしており、上記の資産については営業活動から生ずる損益

が当面継続してマイナスとなることが見込まれるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、回収可能価額の算定に当たっては、

使用価値を零として減損損失を算定しております。 

 

当事業年度（自平成 30年 4 月 1 日 至平成 31年 3月 31 日） 

※1 減損損失 

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。            

 

 

 

 

 

当社は、全社を単一としてグルーピングしており、上記の資産については営業活動から生ずる損益

が当面継続してマイナスとなることが見込まれるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、回収可能価額の算定に当たっては、

使用価値を零として減損損失を算定しております。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成 29年 4 月 1 日 至平成 30年 3月 31 日） 

１．発行済株式に関する事項  

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数 

増加株式数 減少株式数 当事業年度末

株式数 

A 種類株式 116 － － 116 

B 種類株式 13,880 － － 13,880 

C 種類株式 43,961 － － 43,961 

合計 57,957 － － 57,957 

 

（変動事由の概要） 

該当事項はありません。 

   注．各種類株式について 

   A種類株式を有する株主は、剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利を有しません。 

    B種類株式を有する株主は、株主総会において議決権を行使することができません。 

      C 種類株式を有する株主は、払込金額の 50％を超える配当を受け取るまでの間、A 種類・B 種類

株主に先立って、配当を受け取る権利を有します。 

    C種類株式を有する株主は、株主総会において議決権を行使することができません。 

場所 用途 種類 減損損失（千円） 

本社 事業用資産 

建物附属設備 4,042 

器具備品 1,094 

ソフトウェア 2,575 

場所 用途 種類 減損損失（千円） 

本社 事業用資産 

器具備品 113 

リース資産 2,680 

ソフトウェア 2,015 



 ２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成 30年 4 月 1 日 至平成 31年 3月 31 日） 

１．発行済株式に関する事項  

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数 

増加株式数 減少株式数 当事業年度末

株式数 

A 種類株式 116 － － 116 

B 種類株式 13,880 － － 13,880 

C 種類株式 43,961 8,445 － 52,406 

合計 57,957 8,445 － 66,402 

 

（変動事由の概要） 

株式の増加数の内訳は、次の通りであります。 

    増資に伴う新株発行による増加  Ｃ種類株式    8,445 株          

注．各種類株式について 

   A種類株式を有する株主は、剰余金の配当を受ける権利を有しません。 

    B種類株式を有する株主は、株主総会において議決権を行使することができません。 

      C 種類株式を有する株主は、払込金額の 50％を超える配当を受け取るまでの間、A 種類・B 種類

株主に先立って、配当を受け取る権利を有します。 

    C種類株式を有する株主は、株主総会において議決権を行使することができません。 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（リース取引関係） 

前事業年度（平成 30年 3月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（平成 31年 3月 31 日） 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引関係 

①リース資産の内容 

有形固定資産 

本社における複合機であります。 

②リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「１．固定資産の減価償却方法」に記載の通りであります。 



（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社におきましては、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わな

い方針であります。また、資金調達については銀行借入による方針です。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別管理されているため、信用リスクはほとん

どないと認識しております。 

短期借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、支払期日は 1ヶ月以内であります。 

営業債務である未払費用及び未払金は、そのほとんどが 1ヶ月以内の支払期日であります。また営

業債務には外貨建ての債務は含まれておらず、市場リスク等はないと認識しております。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

金融商品に係るリスク管理は、日々残高照合を行い、当該管理状況については、定期的にリスクマ

ネジメント委員会に報告を行っております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

当社が保有する金融商品の時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額を使用しております。当該

価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

前事業年度（平成 30年 3月 31 日）                  （単位：千円） 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金及び預金 45,953 45,953 － 

（2）直販顧客分別金信託 122,891 122,891 － 

（3）未収委託者報酬 61,990 61,990 － 

（4）差入保証金(※1) 10,057 8,743 △1,313 

資産計 240,892 239,578 △1,313 

（1）関係会社短期借入金 50,000 50,000 － 

（2）未払費用 16,900 16,900 － 

（3）未払金 14,804 14,804 － 

（4）未払法人税等 4,423 4,423 － 

負債計 86,128 86,128 － 

 

当事業年度（平成 31年 3月 31 日）                  （単位：千円） 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金及び預金 180,902 180,902 － 

（2）直販顧客分別金信託 127,209 127,209 － 

（3）未収委託者報酬 58,856 58,856 － 

（4）差入保証金(※1) 9,810 8,775 △1,035 

資産計 376,779 375,744 △1,035 

（1）関係会社短期借入金 70,000 70,000 － 

（2）未払費用 17,814 17,814 － 

（3）未払金 17,471 17,471 － 

（4）未払法人税等 5,672 5,672 － 

（5）リース債務(※2) 2,927 2,918 △9 

負債計 113,886 113,877 △9 



(※1)差入保証金には流動資産に属する金額を含んでおります。 

(※2)リース債務には流動負債に属する金額を含んでおります。 

（注）1．金融商品の時価の算出方法 

    資 産 

  （1）現金及び預金、（2）直販顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

（4）差入保証金 

差入保証金の時価は、その将来キャッシュフローを適切な利率で割り引いた現在価値により算

定しています。 

負 債 

   （1）関係会社短期借入金、（2）未払費用、（3）未払金、(4)未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

（5）リース債務 

リース債務の時価は、リース支払料の合計額を、新規に同様の借入または、リース取引を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 

    2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

     該当事項はありません。 

 

   3．金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（平成 30年 3月 31 日）                        （単位：千円） 

  1 年以内 1 年超 5年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 

（1）現金及び預金 45,953 － － － 

（2）直販顧客分別金信託 122,891 － － － 

（3）未収委託者報酬 61,990 － － － 

（4）差入保証金 672 － 9,385 － 

合 計 231,506 － 9,385 － 

 

当事業年度（平成 31年 3月 31 日）                        （単位：千円） 

  1 年以内 1 年超 5年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 

（1）現金及び預金 180,902 － － － 

（2）直販顧客分別金信託 127,209 － － － 

（3）未収委託者報酬 58,856 － － － 

（4）差入保証金 672 9,138 － － 

合 計 367,640 9,138 － － 

 

4．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

前事業年度（平成 30年 3月 31 日） 

  1 年以内 
1 年超 

2 年以内 

2 年超 

3 年以内 

3 年超 

4 年以内 

4 年超 

5 年以内 
5 年超 

（1）関係会社短期借入金 50,000 － － － － － 

合 計 50,000 － － － － － 

 

 

 

 

 

 



当事業年度（平成 31年 3月 31 日）  

  1 年以内 
1 年超 

2 年以内 

2 年超 

3 年以内 

3 年超 

4 年以内 

4 年超 

5 年以内 
5 年超 

（1）関係会社短期借入金 70,000 － － － － － 

（2）リース債務 682 695 707 720 121 － 

合 計 70,682 695 707 720 121 － 

 

（有価証券関係） 

前事業年度末（平成 30年 3 月 31日現在） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

当事業年度末（平成 31年 3 月 31日現在） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

    前事業年度      当事業年度 

   （平成 30年 3月 31日）     （平成 31年 3月 31日） 

未払事業税     1,354 千円           1,445千円 

税務上の繰越欠損金       348,799千円         318,569千円 

減価償却超過額        3,385 千円        4,336 千円 

繰延税金資産小計      353,539千円             324,351千円        

税務上の繰越欠損金に係る 

評価性引当額 

    △ 353,539千円      △ 318,569千円  

将来減算一時差異等の合計に

係る評価性引当額 

       －      △ 5,782千円 

繰延税金資産合計        －       － 

※評価性引当額が 29,188 千円減少しております。この減少の内容は税務上の繰越欠損金において繰

越期限切れにより当該金額が減少したことに伴うものであります。 

 

税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

  1 年以内 
1 年超 

2 年以内 

2 年超 

3 年以内 

3 年超 

4 年以内 

4 年超 

5 年以内 
5 年超 合計 

税務上の繰越欠損金 46,899 44,257 43,394 41,250 40,634 102,132 318,569 

評価性引当額 △46,899 △44,257 △43,394 △41,250 △40,634 △102,132 △318,569 

繰延税金資産 － － － － － － － 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

 

（資産除去債務等関係） 

前事業年度（自平成 29年 4 月 1 日 至平成 30年 3月 31 日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

 



当事業年度（自平成 30年 4 月 1 日 至平成 31年 3月 31 日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

報告セグメントの概要 

当社の事業セグメントは、投資信託事業の設定、運用、販売及びこれらの付随業務の単一セグメン

トであるため、記載を省略しております。 

 

（関連当事者情報） 

１．関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親法人及び法人主要株主（会社等の場合に限る）等 

前事業年度（自平成 29年 4 月 1 日 至平成 30年 3月 31 日） 

種類 
会社等の

名称 
所在地 

資本金又

は出資金

(百万円) 

事業の

内容 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

関連当事者

との関係 
取引内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

その他

の関係

会社 

(株)静岡

銀行 

静岡県

静岡市 
90,845 銀行業 

被所有 

直接 22.4％ 

資金の 

借入 

資金の 

借入(純額) 

(注) 

50,000 

関係会

社短期

借入金 

50,000 

支払利息 

(注) 
131 － － 

 

当事業年度（自平成 30年 4 月 1 日 至平成 31年 3月 31 日） 

種類 
会社等の

名称 
所在地 

資本金又

は出資金

(百万円) 

事業の

内容 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

関連当事者

との関係 
取引内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

その他

の関係

会社 

(株)静岡

銀行 

静岡県

静岡市 
90,845 銀行業 

被所有 

直接 22.4％ 

資金の 

借入 

資金の 

借入(純額) 

(注) 

20,000 

関係会

社短期

借入金 

70,000 

支払利息 

(注) 
577 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注）資金の借入については、市場金利を勘案して、借入利率を合理的に決定しております。なお担保の提

供はありません。 

 

２．親法人又は重要な関連会社に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（1株当たり情報） 

前事業年度（自平成 29年 4 月 1 日 至平成 30年 3月 31 日） 

普通株式が存在しないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自平成 30年 4 月 1 日 至平成 31年 3月 31 日） 

普通株式が存在しないため、該当事項はありません。 



３【委託会社等の経理状況】 

  

（１） 委託会社であるコモンズ投信株式会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（昭和 52年大蔵省令第 38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）

並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平

成 19年内閣府令第 52号）に基づいて作成しております。 

（２） 中間財務諸表の記載金額について、千円単位の表示箇所のものは、端数を切り捨てて表示し

ております。 

（３） 委託会社は、金融商品取引法第 193条の２第 1項の規定に基づき、第 13期中間会計期間（2019

年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の中間財務諸表について、イデア監査法人により中

間監査を受けております。 

 



中間財務諸表 

(1)【中間貸借対照表】 

  当中間会計期間末 

（2019年 9月 30日現在） 

区分 
注記 

番号 

金額（千円） 構成比  

(%) 

（資産の部）        

Ⅰ.流動資産        

現金及び預金   78,005  

 直販顧客分別金信託    147,187   

立替金   510  

 前払費用    4,003   

前払金    201   

 未収委託者報酬    64,180  

 未収収益   46  

  未収入金    0  

  差入保証金    672   

流動資産計    294,808 97.0 

Ⅱ.固定資産      

 投資その他の資産       

  差入保証金   9,015  

その他   10  

  投資その他の資産合計    9,025 3.0 

固定資産計    9,025 3.0 

資産合計     303,833 100.0 

 

 



 

  当中間会計期間末 

（2019年 9月 30日現在） 

区分 
注記 

番号 

金額（千円） 構成比   

(%) 

（負債の部）         

Ⅰ.流動負債         

 リース債務   688  

 預り金  36,198 

 顧客からの預り金   9,230 

 前受金  371 

 未払費用   17,033 

未払金  12,710 

 未払法人税等   4,687 

 未払消費税等 ※1 566 

流動負債計     81,488 26.8 

Ⅱ.固定負債    

1,898 

 

 リース債務    

固定負債計   1,898 0.6 

負債合計     83,386 27.4 

（純資産の部）       

Ⅰ.株主資本       

 資本金      775,947 255.4 

 資本剰余金       

  資本準備金   775,947   

  資本剰余金計    775,947 255.4 

 利益剰余金      

  その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   △1,331,448    

利益剰余金計     △1,331,448 △438.2 

株主資本計     220,446 72.6 

純資産合計     220,446 72.6 

負債・純資産合計     303,833 100.0 



(2)【中間損益計算書】 

  当中間会計期間 

 （自 2019年 4月 1日  

   至 2019年 9月 30日） 

区分 
注記 

番号 

金額（千円） 百分比

（％） 

Ⅰ.営業収益         

 委託者報酬    142,529   

 その他営業収益   793  

営業収益計    143,322 100.0 

Ⅱ.営業費用      

 広告宣伝費    4,867  

 事務委託費    48,288  

支払手数料   37,424  

 その他    2,771  

営業費用計    93,352 65.1 

Ⅲ.一般管理費     

 給料    47,823  

  役員報酬   10,816   

  給料手当   37,006   

 法定福利費   6,541  

 租税公課    4,348  

 地代家賃    4,222  

 支払報酬     8,424  

 その他     10,380  

一般管理費計     81,741 57.0 

営業損失     31,770 △22.2 

 

 



 

  当中間会計期間 

 （自 2019年 4月 1日  

   至 2019年 9月 30日） 

区分 
注記 

番号 

金額（千円） 百分比

（％） 

Ⅳ.営業外収益        

 受取利息    1  

  受取手数料    1,042  

 その他    0  

営業外収益計    1,044 0.7 

Ⅴ.営業外費用      

  支払利息   24  

 その他   20  

0.0 営業外費用計    44 

経常損失     30,771 △21.5 

税引前中間純損失     30,771 △21.5 

法人税、住民税及び事業税     475 0.3 

中間純損失     31,246 △21.8 

 

 

(3)【中間株主資本等変動計算書】 
当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日）            （単位：千円） 

その他利益剰
余金

繰越利益
剰余金

2019年4月1日残高 775,947 775,947 775,947 △ 1,300,201 △ 1,300,201 251,693 251,693

当中間期変動額

　中間純損失 △ 31,246 △ 31,246 △ 31,246 △ 31,246

当中間期変動額合計 － － － △ 31,246 △ 31,246 △ 31,246 △ 31,246

2019年9月30日残高 775,947 775,947 775,947 △ 1,331,448 △ 1,331,448 220,446 220,446

株主資本

純資産
合計資本金

株主資本
合計

資本
準備金

資本剰余金 利益剰余金

資本
剰余金
合計

利益剰余金合計

 
 



重要な会計方針 

１．固定資産の償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、2016 年 4月 1 日以降に取得した建物附属設備については、定

額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物附属設備 15年           

器具備品 5 年    

 

無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間（5 年）に基づいております。 

 

リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

２．その他中間財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末（2019年 9月 30日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産から控除した減価償却累計額は、次のとおりであります。なお減価償却累計額には、

減損損失累計額を含めて表示しております。 

（単位：千円） 

建物附属設備 8,688 

器具備品 4,253 

リース資産 3,217 

合計 16,158 

 

※1消費税及び地方消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日） 

１．発行済株式に関する事項  

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数 

増加株式数 減少株式数 当中間会計 

期間末株式数 

A 種類株式 116 － － 116 

B 種類株式 13,880 － － 13,880 

C 種類株式 52,406 － － 52,406 

合計 66,402 － － 66,402 

 

（変動事由の概要） 

該当事項はありません。   



注．各種類株式について 

   A種類株式を有する株主は、剰余金の配当を受ける権利を有しません。 

    B種類株式を有する株主は、株主総会において議決権を行使することができません。 

      C 種類株式を有する株主は、払込金額の 50％を超える配当を受け取るまでの間、A 種類・B 種類

株主に先立って、配当を受け取る権利を有します。 

    C種類株式を有する株主は、株主総会において議決権を行使することができません。 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（リース取引関係） 

当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日） 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引関係 

①リース資産の内容 

有形固定資産 

本社における複合機であります。 

②リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「１．固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社におきまして、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない

方針であります。また、資金調達については銀行借入による方針です。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別管理されているため、信用リスクはほとん

どないと認識しております。 

営業債務である未払費用及び未払金は、そのほとんどが 1ヶ月以内の支払期日であります。また営

業債務には外貨建ての債務は含まれておらず、市場リスク等はないと認識しております。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

金融商品に係るリスク管理は、日々残高照合を行い、当該管理状況については、定期的にリスクマ

ネジメント委員会に報告を行っております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

当社が保有する金融商品の時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額を使用しております。当該

価額の算定に置いては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 

 

 

 



当中間会計期間末（2019 年 9月 30日）                （単位：千円） 

  
中間貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（1）現金及び預金 78,005 78,005 － 

（2）直販顧客分別金信託 147,187 147,187 － 

（3）未収委託者報酬 64,180 64,180 － 

（4）差入保証金(※1) 9,687 8,817 △869 

資産計 299,061 298,191 △869 

（1）未払費用 17,033 17,033 － 

（2）未払金 12,710 12,710 － 

（3）未払法人税等 4,687 4,687 － 

（4）リース債務(※2) 2,587 2,580 △7 

負債計 37,018 37,011 △7 

※1差入保証金には流動資産に属する金額を含んでおります。 

※2リース債務には流動負債に属する金額を含んでおります。 

 

（注）1．金融商品の時価の算出方法 

    資 産 

   （1）現金及び預金、（2）直販顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

（4）差入保証金 

差入保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により

算定しています。 

   

負 債 

   （1）未払費用、（2）未払金、(3)未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

（4）リース債務 

リース債務の時価は、リース支払料の合計額を、新規に同様の借入または、リース取引を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 

2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

     該当事項はありません。 

 

3．金銭債権の決算日後の償還予定額 

当中間会計期間末（2019 年 9月 30日）                      （単位：千円） 

  1 年以内 1 年超 5年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 

（1）現金及び預金 78,005 － － － 

（2）直販顧客分別金信託 147,187 － － － 

（3）未収委託者報酬 64,180 － － － 

（4）差入保証金 672 8,028 － － 

合 計 290,045 8,028 － － 

 

 

 

 

 



4．社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額 

当中間会計期間末（2019 年 9月 30日）                       （単位：千円）                  

  1 年以内 
1 年超 

2 年以内 

2 年超 

3 年以内 

3 年超 

4 年以内 

4 年超 

5 年以内 
5 年超 

（4）リース債務 688 701 714 483 － － 

合 計 688 701 714 483 － － 

 

（有価証券関係） 

当中間会計期間末（2019年 9月 30日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（資産除去債務等関係） 

当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（賃貸等不動産関係） 

当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

１．セグメント情報 

報告セグメントの概要 

当社は、投資信託事業の設定、運用、販売及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、   

記載を省略しております。 

 

２．関連情報 

（１）製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が営業収益の 90％を超えるため、記載を省略

しております。 

 

（２）地域ごとの情報 

①営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が営業収益の 90％を超えるため、記載を省略してお

ります。 

 

②有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

（３）主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 

 

 



３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

該当事項はありません。 

   

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

該当事項はありません。 

  

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日） 

該当事項はありません。 

  

（1株当たり情報） 

当中間会計期間（自 2019年 4月 1 日 至 2019 年 9月 30 日） 

１株当たり純資産額 △66,175円 21銭 

１株当たり中間純損失 2,232 円 52銭 

（注）1．潜在株式調整後１株当たり中間純損失については潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。 

2. A 種類株式（無配当株式）及び B 種類株式（議決権制限株式）は、普通株式と同等の株式と

して取り扱い、1株当たり情報の算定対象に含めております。 

C 種類株式は、配当優先株式であるため、1株当たり情報の算定対象となる普通株式と同等の

株式に含めておりません。 

したがって、１株当たり純資産額は純資産から C 種類株式に係る資産額を控除して算定して

おります。 

 

3. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

純資産の部の合計額 220,446 千円 

純資産の部の合計額から控除する金額 ※1 1,146,635 千円 

（うち配当優先株式の払込金額） （1,146,635 千円） 

普通株式に係る期末の純資産額 △926,188 千円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 13,996 株 

（うち A 種類株式） （116 株） 

（うち B 種類株式） （13,880 株） 

※1. 純資産から C種類株式に係る資産額を控除しております。 

 

4. １株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

中間純損失 31,246 千円 

普通株主に帰属しない金額 － 

普通株式に係る中間純損失 31,246千円 

普通株式の期中平均株式数 13,996 株 

（うち A 種類株式） （116 株） 

（うち B 種類株式） （13,880 株） 

 

(追加情報) 

1 株当たり情報については、前事業年度まで普通株式が存在しないため該当事項はないものとして

おりましたが、当中間会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４



号）に従い、A 種類株式及び B 種類株式を「普通株式と同等の株式」として取り扱い、1 株当たり

情報を算定しております。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

 

公開日     2020年１月 24日 

                                                         作成基準日  2020年１月９日 

 

本店所在地  東京都千代田区平河町２丁目４番５号 

お問い合わせ先 コンプライアンス部 

 



独立監査人の監査報告書 

令和元年６月６日 

コモンズ投信株式会社 

取締役会 御中 

 

太陽有限責任監査法人 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

 公認会計士  石 田  宏 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているコモンズ投信株式会社の平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までの第 12 期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査

を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

コモンズ投信株式会社の平成 31 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

（注１）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して  

おります。 

（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。 

 



独立監査人の中間監査報告書 

2020 年 1 月 9 日 

コモンズ投信株式会社 

取締役会 御中 

イ デ ア 監 査 法 人 

指 定 社 員   
公認会計士  立 野 晴 朗 ㊞ 

業務執行社員 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているコモンズ投信株式会社の 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの第 13 期事業

年度の中間会計期間（2019 年 4 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査

を行った。 

 

中間財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠

して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な

情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、

中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。 

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監

査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤

謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必

要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す

るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立

案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、

経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表

の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

中間監査意見 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、コモンズ投信株式会社の 2019 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（2019 年 4 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以 上 

 

 

                                                   
（注） 1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

 2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。 


